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○議員（野村雅男君・登壇）：野村でございます。

一般質問をいたしたいと思います。 

１番目に、まず猿払村の観光について課題は何か

ということを伺いたいなと思います。 

先に同僚の小山内議員も観光の質問をしておりま

したので、だいぶん村長あるいは猿払村のこれから

あるべき観光という姿が答弁の中でも明らかになっ

てきたところもあります。 

それで、なかなかこの観光というのは、大変村長

ほかお思いになっていると思いますけど、なかなか

大変どのような形で進めればいいのかということは

大変選択として難しい面もあると思いますが、今年

は、やはり観光協会事務局を役場の中から、もう尐

し活動の範囲がフリーハンドでできるような観光協

会の事務局を役場の外局に出すと。それで、一般の

いわゆるやる気のある人をその事務局長として迎え

入れると。そういう思い切った選択をとられたとそ

ういうふうに私は考えております。 

また、そういう中で、やはり新たな観光協会が主

体となって観光のそういう道しるべ、今後猿払村の

観光をどのように推し進めるか、やはりそういうこ

とに当たりましても、私も大変僣越ではございます

が、ちょうど２０歳ぐらいの頃に、当時の初代の観

光の協会の会長でありました故人でありますけれど

も、石井ただし会長の方から私の父の経営する店に

私おりましたので、父の方からこういう形で、観光

協会としてバスのツアーが入って来ると。それで、

公園に猿払農協で集乳所で作りました牛乳を毎日電

話がかかってきて、今日は２０本、今日は１５本、

それとあわせて珍味とかを青空で販売した、そうい

う夏の経緯をちょっと今思い出しております。 

しかし、そのときはまだこの国道２３８号線猿払

市街はもちろんなのですけども、稚内へ行く方も恐

らく全部砂利道だったと、そういう時代のような背

景のような気がいたします。 

それが、バスのツアーといったような観光の１つ

の始まりなのかなと、今そんなふうに考えておりま

すが、しかし、その後やはり地元有志でさるふつ観

光開発株式会社を作って、ドライブインの運営に当

たったり、またその後民間というか個人に売却をし

て、それも経営をしていただいたという経緯の中で、

今また公園の中にあるふるさとの家は建築２３年。

ちょうど先日、さるふつリゾートの株主総会があり

ましたので、２３期の株主総会を迎えたと。そうい

うような、その当時から見るとさま変わりするよう

な状況にになってきております。 

それだけ日本全体、またあるいは、世界全体も昭

和４０年代とは違って裕福に、そしてまた、そうい

う旅行を楽しむと、そういう機会が多数あるだろう

そういう環境の中にあって、これからの村の観光は

どうしていけばいいのか、そういうような課題が大

変この観光の行政を進める上で、やはり皆さんが英

知を合わせてやっていかなければこれはうまくいか

ないだろうと。 

私は、自然の景観あるいはまたそういうハードの

面での施設、こういうことも大変大事なことであり

ます。 

しかし、やはりそれに携わる人あるいは我々村民

が、来訪する方々と接してみて、やはり自らを研鑽

をしながら迎え入れる気持ちを高めていく、こうい

うようなことがやはり大切ではないかなと、そんな

ふうに思うところでございます。 

前段で小山内議員も大変、そういうところにいろ

いろ質問の配慮をしておりましたので、私はさるふ

つ公園の、この村の観光の拠点と、こういうことが

位置づけられているのではないのかと。 

それから、さるふつ公園の中には、ホテルだけで

なくて、やはり道の駅もございます。 

かつてはありましたけれども、日ロ友好記念館は

廃館になっております。またすぐ側には牛乳と肉の

館もあると。あるいはまた昨年ですか、名前はど忘

れしてしまいましたけれども、体験施設と上の方で

は焼き肉バーベキューをする施設もある。それと去

年道の駅の一部を一般のなんと申しますか解放され

たそういうスペースを作って出店スペースですね、

あそこを村内の皆さん方に自由に使っていただいて、

そういうイベントをやっていただこうと、こういう

ことでございますけれども、やはりホテルふるさと

の家も建設年度から２３年、第１期工事で、２期工

事につきましても、恐らくちょっと私もきちっと把
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握はしておりませんけども１５年は超えているだろ

うと、そういう中で、やはりこれからも村が第三セ

クターとして経営していく中で、やはり必要なもの

については、やっぱり改修をすべきだろうと。 

また、施設としてあるいは目的は達したというこ

とで、必要のない施設についてはやっぱりどこかの

段階で整理をしていくべきだろうと、そんなふうに

も考えますけれども、巽村長の基本的なこの施設、

これからホテルを第三セクターとやっていくという

ことで力強いご答弁をいただきたいなと思います。 

２点目につきましても、一緒に質問したいと思い

ますので、ホテルふるさとの家の改修につきまして

平成１８年以前にですね、ホテル側が負担して行っ

たものについて、寄附という形で村の方は採納して

いるわけですが、私はやはりホテル側とすれば当初

の村の執行部と話がきちっとついて、それでなけれ

ば３，０００万円もの大金をかけてやることはなか

ったとそんなふうに考えておりますけれども、ただ

結果として村の方に寄附をしたと。それは今後第三

セクターとしてやっていく中で、先般特別委員会の

中で、株主が評価は７割の評価であると。しかしそ

ういう３，０００万円も、１民間企業が寄附をして

段階になった、それで総体的な資本の価値が下がっ

たと。そんな形で私は考えますけれども、その辺に

ついてご答弁もいただければと思います。 

まず１点目について、よろしくお願いいたしたい

と思います。 

○議長（山須田清一君）：野村議員にお話しします

けれども、一般質問は一問一答という形式でもって

スタートして、何年もなっていると。それでもって

一問一答ということでもってお願いします。 

巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

ただいま野村議員の質問を聞きながら、議員が長

年にわたり猿払村の観光を見守っていたのだなとい

うことをつくづく感じながら聞いておったところで

ございます。 

ただいま議長からも申し入れがあったとおり、と

りあえず最初の質問にお答えいたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

さるふつ公園内施設につきましては、平成６年度

に建設した旧サイクリングターミナル施設、現在の

道の駅管理棟がございます。この施設は、自転車の

利用量の減尐から、公園の管理棟として、小イベン

トが開催できるスペースの確保また２階部分につい

ては、これまで日ロ友好記念館に展示していた猿払

村の歴史的財産を展示できるスペースに改修し、観

光の窓口としての施設に改修して有効な活用を図っ

てきております。 

また、先ほども調べておりましたけれども、平成

元年と平成６年度に建設した猿払村ふるさとの家の

１号館及び２号館につきましては、さるふつ公園の

観光の拠点として、これまでも屋根の一部や内部の

給排水、暖房等施設の修繕を行ってきております。

今後も、本施設につきましては、計画的な維持補修

等をした中で、村民をはじめ観光客に喜んで使って

いただけるような施設として、維持していかなけれ

ばならないと考えております。 

公園内で老朽化が激しい施設としては、日ロ友好

記念館がございますが、この施設につきましては、

先ほど申し上げましたが、中の展示品を道の駅管理

棟の２階に展示することで、本年度の観光シーズン

を見た中で、秋ごろに取り壊しを計画しております。 

また、昭和５８年度に猿払村の基幹産業の一つで

あります、酪農業の生乳生産２万トン突破を記念し

て、当時、猿払村農業協同組合が建て、村に寄附を

いただきました農業資料館と風雪の塔につきまして

は、観光客の撮影ポイントとして人気を呼んでいる

施設でありますが、農業資料館につきましては、内

外部を改修して用途変更も考え、今後も活用してま

いりたいと考えております。 

さるふつ温泉を廃止して、公衆浴場として営業を

しております憩いの湯につきましては、ふるさとの

家の今後の経営内容との関連もあることから、それ

ら全般を見据えた中で、将来的に公園全体のコスト

低減を図る施設として扱ってまいりたいと考えてお

るところでございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 
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○議員（野村雅男君・登壇）：改修というのはこれ

からも目に見えた形でやっぱり出てきて、改修をす

るというのが建前であろうとそのように思います。 

しかし、やはり建設年度も来ておるということか

ら、やはり計画的にやっぱりやって進めていくとい

うのが道筋ではないのかなと思います。財源もあり

ますが、やはりそういう形で存続をしていただきた

いという気持ちが強いわけでございますので、是非

そういう決断をしていただきたいなと思います。 

２番目に移ります。拙速いたしました。申しわけ

ありませんでした。 

ホテルふるさとの家の改修について、以前リゾー

ト開発が負担して行ったものについて、帰属はどこ

にあるのかという形で質問書を提出しております。 

平成１８年度にリゾート開発の方から３，０５０

万円だと思いますが、かかった費用の施設を村が全

額寄附採納をしておりますけれども、確かにそれは

寄附採納ということでございます。帰属は今はもう

当然村の施設だろうと、そういう認識で私はおりま

すけれども、リゾートの経営状況ということで巽村

長は先日の特別委員会の中で株式が１，７００万円

で今の現存の評価は大体７掛け１，２６０万円とい

うふうな評価をさせていたと。寄附採納した分につ

きましては、その１８年度に３，０５０万円ですけ

ども、何年か前にも平成１４年か１５年だと思いま

すけれども、それは資料を取っておりません。フロ

ントの奥の方に部屋をつくった工事につきましても、

まさか私は村の方が許可をしないで作っているとい

うふうには考えておりません。村の当然許可をいた

だいてやっている、それは帳簿上は減価償却という

形でしているわけですけれども、それにつきまして

もやはり帰属として今はリゾート会社の所有という

形でやっておりますけども、その辺についてやはり

この改修ということについて、あの当時そういう見

解の相違があったということは事実でありまして、

それが今現在もそういう形で残っている、その辺を

踏まえた中で、これからもやはりきちっと改修そう

いうことについて、維持補修ということについてや

っていただきたい、そんな気持ちでございますので、

ちょっと改めてそこを質問いたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

まず原則といたしましては、さるふつリゾート開

発株式会社が負担したものにつきましては、会社に

帰属するものと考えております。 

修繕費に関しましては、ふるさとの家との基本協

定により１件１０万円以上の修繕費は村の負担、１

０万円未満はリゾート開発株式会社の負担となりま

すが、１０万円以上の修繕業務であっても協議の上

リゾート株式会社が負担できるとなっております。

協議の上リゾート開発が負担したものについてはリ

ゾート株式会社に帰属するのが原則でございますが、

先ほど議員がおっしゃいました３，０００万円余り

の、ただ、私の調べでは２，５００万円、２，５７

２万５，０００円となっておりますけれども、その

差は私もちょっとよくわかりませんが、ものの資産

につきましては、これは建物の一部でございますか

ら行政財産でございますので、寄附するのは当然と

いうことで、１８年ではなくて、２１年度に寄附し

ていただいた経過がございます。その協議の内容に

関しましては、村の行政の方にも責任があったので

はないのかと思っているところでございます。 

また、１３年度に作られた建物２，０２２万８，

０００円に関しましては、これは正直申し上げまし

て私は村長になるまでは存じておりませんでした。

村長になってから初めてわかったことでございまし

て、この件の処理に当たりましても、私としては理

解しかねるところがあると感じているところでござ

います。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長がまだ就任する

前のお話でございます。 

やはり何らかの話しの行き違いはあっただろうと、

そういう形では私たちも考えたいのですが、やはり

１民間企業にとってこの２つの金額というのは、村

長も当然民間企業の経営を携わってきたわけでござ

いますので、やはりそれをやっぱり早期に落とすと

いうことのつらさとかわかるのではないのかなと思
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います。 

私は、当時は、やはりリゾートの方も集客も良く、

ツアーとかもある程度そういう形で、次年度もお客

さんも見込めるという形で、村の方にいろいろ要請

はされて、時期的にも間に合わない段階になって、

その辺が１つの当時の執行部、村の執行部の方々と

も一つの意思がどこまできちっととれていたかとい

うことは、私も当事者でございませんので、それ以

上については申し上げられませんが、やはり建物の

一部として、やはりこれはもう認めて受け取ったと

いうことにつきましてはやはり事実でございますの

で、ただ今全体の今日も議会の中に猿払振興公社あ

るいは猿払畜産振興公社あるいはまたさるふつ公園

全体の管理の資料もいろいろいただきましたけれど

も、なかなか他の施設あるいはその畜産公社も毎年

経常的に同じぐらいの金額が村から補助金として出

ていると。そういうのも、なかなかやはり製造して

物をやはり製品化して売っていくと、そういうのは

大変な努力と苦労であろうと、そんなふうに思って

おります。 

ですから、１民間企業がいかに儲かって景気がよ

くても、そういう２件合わせると４，５００万円ぐ

らいの費用をそういう形で、しかも利益を出してい

るということはやっぱりただ単に利益を出している

ことでなくて、汗水垂らして社員一丸となって結果

が出てると。この会社は最初のころは、やはり、ち

ょっと利益が出ましたという形で最初は１００万円

ぐらいだったかも知れないですけれども、最大幅８

００万円ぐらい当時寄附をされたというふうにも私

も頭の中では記憶をしております。 

そういう点でも、これからもさるふつリゾートが

第三セクターになりましても、やはり村民、その前

も委員会でも申し上げましたけども、ただ村民目線

で、あそこだけを維持していけばいいのかというも

のの考え方では、ふるさとの家自体の経営自体もや

はり下降線をたどっていくだろうと。やはり営業も

今のスタイルをやっぱり維持して、村民並びに村外

の皆様方からやはりたくさんの利用をいただくとい

った中で、やはりその経費を削減しながら経営維持

をしていく、これがやはり姿勢だろうと。それがい

ろいろな形で、やっぱり猿払村品をやはりそこで製

造をして、お料理で出したり、またお土産等で広く

知っていただくことが、猿払観光に、猿払全体の観

光につながることだと思いますので、その辺を村長

にもう一度お聞きし、ご答弁をいただければと思い

ます。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

民間企業といたしまして、さるふつリゾート株式

会社が最大限努力しておったところは認めるところ

でございます。 

しかしながら、忘れてはならないのは、あの建物

が公の施設ということでございます。 

先ほど来、法律・条例にこだわるなというような

ご意見もございますけども、やはり法律があるとい

うのがやっぱり公の施設といたしまして村民に公平

に取り扱われるようにという、そういう思いがあっ

ての法律条例でございます。そのような形から、あ

の当時、まだ指定管理者制度もできておりません。

平成１３年度業務管理、業務委託ですね。業務委託

の状況で行われていた中で、果たしてこのような建

物を業務管理を受けた会社が行っていいのかどうか

というところに問題があるのであって、利益を出す

ために何をやってもいいということにはならないと

考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：観光についての基本

的な考え方は、村長の答弁の中で気持ちも伝わって

来ましたし、これからはきちっとした形でやると、

そういう毅然とした気持ちも伝わってまいりました。 

次の質問に移らさせていただきます。 

公営住宅の建設計画についてということで、全体

を把握すればよかったのですけど、私の住んでる地

区は浜鬼志別地区なので、全体で他の地区もありま

すけれども、照らし合わせて聞いていただければと

思います。 

浜鬼志別地区の公営住宅の現況と今後の見通しに

ついてということで、いわゆる２階建てとか２戸で
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連棟とか、たくさん浜鬼の公営住宅が、新しい公営

住宅がございます。 

しかし、最初いわゆる道道から北側ですね。浜鬼

志別総合管理センターの向かい側といった方がいい

ですけれども、そこにつきましては現在まず空き地

にしていると。取り壊しをした部分。それから取り

壊しがされていないで、あと４戸は、奥の方の４戸

は、建設年度が昭和５３年度建設ということで、当

時、下水道の工事が始まったときに、そこの４戸に

ついては下水道施設をしましたが、それ以外にはも

うこれ以上直さないんだという形の中で今現在も推

移をしておりますので、水洗ではもちろんありませ

んし、まだ壊すものもある、それからもうこれ以上

これは手を下さないと。そしてまた新しく建て替え

るといったってその後建て替えても、まだなお今現

在１２戸がそこに入っている状況でございます。 

これらについて改修するのか、それとも新しいも

のを建てて暫時、しかし私の知っている限りでは、

もう入居して１５年以上になる方がかなり、過半数

以上の方があそこにずっと住み続けているという状

況でございます。 

その辺について、今後どういうふうな形で推移し

ていくのか。そのまま、直さないでそのままか、そ

の辺まずきちんとお考えを示していただきたいと。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

まず浜鬼志別地区の公営住宅の現況についてです

が、２つの団地により構成されており、道々から見

て北側が浜鬼志別団地、南側が新浜鬼志別団地とな

っております。 

浜鬼志別団地につきましては、昭和４４年度から

昭和５３年度にかけて建設された住宅で、管理戸数

は８棟２４戸、うち現在入居中の世帯が６月１日現

在で１５戸となっております。なお、空き家９戸の

うち、老朽化の著しい１棟４戸は解体を予定してい

ることから、政策空家として入居を停止している現

状にあります。 

次に、新浜鬼志別団地ですが、平成元年度から平

成１４年度にかけて建設された住宅で、管理戸数は

８棟２０戸となっており、現在のところすべて入居

中となっております。 

ご質問の趣旨は、そのうち浜鬼志別団地に係るも

のと理解しておりますが、過去の整備計画における

当該団地の方向性として、新浜鬼志別団地への移転

建て替えを計画しておりました。しかし、当時の財

政事情等により計画実施が困難な状況となっている

ことから、今年度策定の公営住宅等長寿命化計画に

基づき、地域特性等を踏まえ、再度、全村的な住宅

形成のあり方を整理し、建て替え及び維持保全に係

る計画を樹立し、計画修繕を含めた住宅整備を進め

てまいりたいと考えております。 

また当該計画の中で当面、維持補修していくと判

断された住宅は、基本的に下水道を整備する方向で

検討してまいります。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今の村長のお答えは、

浜鬼志別団地ですね、古い建設年度の古いものです

が、改修の計画についてこれから精査をしたい、ま

た壊さない、必要と判断されたものについては下水

道も導入していくというようなことで間違いないと、

答弁の内容は間違いないと思うのですが、やはり新

浜鬼志別団地の方も建てて、そしてまた新しい住民

あるいはまた新しくかまどを持った人方がそれぞれ

入居をしたりして、新浜鬼志別団地の方も今満杯の

状態でございます。 

そして今私１２戸と言ったのですけど、その４件

の下水道の付いているところに入っている人は抜い

た数字でございましたので、下水道が付いていると

いう形で含めていけば１５戸なんですけど、下水道

は１２戸現在付いていないでそのまま推移をしてい

ると。 

私はやっぱり、それから下水道が何年度とまでは

調べておりませんでしたけれども、あまりにも長く

放ったらかし過ぎたのではないのかなと。やはり当

時のその下水道が導入されたときにどういう考え方

だったのかわかりませんけれども、そのころはまだ

財政力もあって、そういう新しいものを作っていっ

て、暫時住み替えていただければいいと、そういう
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考え方だったのではないのかなと。ある程度は理解

できないことはないのですが、しかし、今現実に、

もう居住年数が１５年もあるいはまた２０年を超さ

れている方もそこにずっと住んで居られると。先日

も２件ほど古い方をお願いをして改修していただき

ましたけれども、やはり入ってくる方がやっぱり若

い方でありまして、やはり最低下水道がやはり水洗

のトイレでないと、やはり今の若い人方の常識とし

てドポンのところに入りたくはないと思うんですよ。

その辺をやはり１２件を今暫時これからどういう形

でやっていくかといっても、やっぱり簡単にすぐ新

設は無理だと思うんですよ。そうしたら今入ってい

るところをやはり改修していって、そこの中でまた

住み替えでいただくみたいな物事の進め方はできな

いのかと。 

中も建設年度からもう３０年も経っておりますけ

れども、やはり中の造作もやはり相当数年月が経っ

て、やはり１５年も２０年も同じところに住んでい

て、やはり相当中のものも傷んできているとそうい

うような状況でございますので、その辺を村の方と

しては、ただそのまま家賃を取ってただ入ってもら

っていればいいのか。やっぱり水洗も予定も無い、

新規の建設もない、住民の方はやはりどこかでそう

いう不満というものは募ってくると思うのですが、

その辺を今後どういう形で進められていくのか、そ

れをもう１つお聞きをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：松谷建設課長。 

○建設課長（松谷 厚君・登壇）：野村議員のご質

問にお答えしたいと思います。 

基本的な考え方としては、村長が答弁したとおり、

長寿命計画を今年度中に今作成している部分で、そ

の部分が一定程度何戸が今後残していくのか、何戸

新築していくかという計画が今年度中に完成します。

それに基づいて維持し、または下水道、残す部分に

ついては下水道等で繋いでいくという考え方で今進

んでおります。 

浜鬼地区等に対して言えば、我々いったん住宅を

出るときに修理するというのがおおむね決まってい

るわけではないですけど、原則的にそのようなやり

方をしております。 

中には、入居している人は途中で修繕云々という

のはそのまま申請してこられたとかそういう部分が

あって長期で入っていると、なかなか出ていただい

た時に相当傷んでいるという部分がございまして、

直すときにはかなりの費用はかかるのですけど、一

定程度の費用で収めているという現状はあります。 

この辺りも含めて、維持管理については維持につ

いては現地を見ながら、残す住宅でしたら当然費用

をかけさせていただくと。施策的に壊していかなけ

ればならない住宅に関しては空き家として残して、

その辺は、今年度の長寿命計画の中で精査させた後

にご報告したいなと思っています。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：是非計画を進めてい

ただいて、廃止する住宅あるいはまた直していく住

宅、できれば早く計画を作って、実際に活かしてい

ただきたいなと、そのように思います。 

それと、２番目の一定の所得がある方、何か公営

住宅法の基本的な方針というのは変わったようで相

当になるようでございますが、一定の所得に達しな

い方それもやはり２０万円１か月の方でないと普通

の公営住宅には入られないと。しかし、現実として

一定の２０万円以下の収入、ちょっと私きちっと精

査をしなかったものですから、現実はやはりなかな

か家族あるいはその子どもさんがいて、２０万円や

っぱり今生活するといったら、なかなか車も持って

いたり何だりと大変ではないかなと。大半の人方は

もう尐し所得のある段階で今、現在公営住宅に入ら

れているというのが、いわゆる一定の所得がある方

というのは、恐らく今現在公営住宅を借りている方

の恐らく過半数以上であろうと。もっといっている

のかもしれません。そんなふうに推察をするわけで

すけども、公営住宅が借りられない、しかし、この

猿払村にはなかなかこの公営住宅でなくて、民間住

宅はなかなか本当に数数えるだけしかないと。そこ

もほとんど質のいいものについては埋まっていると。

入りたくても入れない、選べれないという状況でご

ざいます。 

そこで先日いろんな形で見ましたら、民間による
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アパート建設それに対して、行政が支援をしていっ

て民間アパートを増やすというお話も新聞で読みま

して、ここでそういう公営住宅に代わるその民間の

アパートの建設ということについて具体的な話や課

内の進捗はあるのか。そういうことについて１つお

伺いをしたいなと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して

低廉な家賃で賃貸することを目的としているため、

収入要件につきましては、原則として認定した月額

収入が１５万８，０００円以下と公営住宅法で定め

られております。 

また、入居後に収入が増加することに伴い、基準

を超過した場合における収入超過の基準は２段階に

設定されており、第１段階が収入超過者、第２段階

が高額所得者と定義されております。平成２２年度

末入居者２３１名中、収入超過者は５０名で、うち

高額所得者は１３名となっており、率にして２１．

６％、高額所得者は５．６％となっております。 

収入超過者に対しましては、段階的な家賃の割り

増しと住宅の明け渡し努力義務が発生することとさ

れとおり、さらに高額所得者に対しましては、その

住宅の上限額の家賃が設定されることとともに、村

から明け渡し請求があった場合には、その住宅の明

け渡しに応じなければならないことになっておりま

す。 

しかしながら、村内における公営住宅以外の賃貸

住宅が非常に尐ない状況であることから、依然とし

て多くの収入超過者が公営住宅に入居している状況

にあることと、現に住宅に困窮していても収入が基

準を超えていることから、入居資格を満たさず、門

前払いとなるケースも発生しております。 

このような現状に鑑み、収入に関係なく入居でき

る賃貸住宅の整備が急務と考えており、公共依存型

となっている賃貸住宅ストックを、公共と民間で適

切な役割分担を行い、多様な住宅ニーズに効率的・

効果的に対応するため、民間賃貸住宅の供給の促進

を目的に、建設費に対する助成制度を平成２４年度

から実施する方向で準備を進めてまいりたいと考え

ております。 

なお、制度の概要等につきましては国費の採択を

含め、現在検討を進めておりますが、先の３月定例

議会で一部改正の議決をいただきました持ち家住宅

助成制度と同様に、北方型住宅に準じた仕様による

住宅の建設を条件とし、地球温暖化対策の一環とし

て二酸化炭素排出量の削減に繋げていきたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：村長の今の答弁は、

これから検討したいと。進めたいと。こういうお話

であったように考えておりますが、たまたま私質問

通告しましてからここに日刊宗谷がございますけど

も、６月２１日の日刊宗谷に、豊富町が民間活用に

よるプロジェクトということで８０戸ほどそれから

既存住宅の改修ということで２４戸と合わせて１０

４戸、これから整備したいと。そのようなこともち

ょっと出ておりましたので、概要は私詳しくはわか

りません。新聞に出ている範囲しかわかりません。

しかし、そういう形の中で公的な町や村がそういう

形ができるのであれば、ぜひともこれいろんな形で

推し進めて行っていただきたいし、今村にいわゆる

単身者向けの住宅があると思うのですが、単身者向

けの住宅につきましては、当初は何も風呂も湯沸か

し器も何も付いてなかったのですけども、やっぱり

いわゆる単身者ですから２０歳代、あるいはまた高

校を卒業して１８歳か１９歳の子どもさん方がここ

へ来るのにやはり風呂も付ける、ボイラーも付ける、

ストーブも付ける、そして親御さんは皆その費用を

負担するわけですが、しかしちょっと会社に勤めた

ら、ちょっとやっぱり本人が合わなくて１年で辞め

てしまったと。それの帰属をどうするかということ

もちょっと考えられましたので、当時提案をしたわ

けですが、やはり当時はそういう形であの決断をい

ただきまして、民間のリースという形で制度を村の

方では後で作ったようでございまして、大変私はす

ばらしい制度であるとそんなふうに思っております

ので、今後その民間住宅につきましても、民間の資
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本を活用する住宅につきましても、今現行では、公

営住宅はほとんど、風呂とかそういうものも一切付

いておりませんので、やはり入居する側にとっては

ずっと入るのであれば費用負担も買えばかかるので

しょうけど、やはり転勤されるおそれの、そういう

予定の方とか、もう１回住み替えをしたいというよ

うな方につきましては１回の投資というのは大変高

額になると思います。その辺のところも含めてご検

討されて考慮いただいて、こういう建設計画を練っ

ていただきたいなとそんなふうに思います。 

次の質問に移りたいと思います。 

タクシー運行につきましては、先ほども眞田議員

が福祉輸送の関係からもう一歩進んでタクシーも導

入することも改めて考えるべきではないかという旨

の質問もありました。私も同感でございます。 

たまたま事業所が中頓別にありまして、たまに病

院の方に行きますと、やっぱりお年寄りが乗って来

て降りて病院にかかります。しかしまた帰りにハイ

ヤーを呼んで帰られていく姿をときどき、行った時

だけですけども見受けられますし、その辺の事業の

内容というのは私どもは知る範囲ではございません

が、やっぱりそういうのも参考に入れて本当に導入

はできないものなのだろうかと。 

やはりここにはずっと一時はありましたけど、ず

っとハイヤーがない状況が続いてきて、やはり今お

年寄りの方はもちろんそうなんですけども、やっぱ

り時勢上やっぱりお酒を飲んで車というのは、もう

大変もう大きな罪になるということでございますの

で、そういう観点からも、やはり私はそういういわ

ゆる人の交流とか、またそのお年寄りの交通の中も

やはり生活も多様化をしていると、そういう観点か

ら今の福祉事業をもう尐し包括的に進んでいったら

やはり私は可能ではないのかなとそのように考えま

すけども、それに対して一言だけご答弁をいただけ

ればと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

先ほども同僚議員との中で議論がございましたけ

れども、本議会でご提案する予定のデマンド自動車

運行事業及び福祉輸送事業に絞り込むまでには、議

員のご質問にありますタクシーの導入についても検

討を進めてまいりましたが、民間事業者数社にもご

相談いたしましたが、猿払村の規模で営業を続ける

ことに関しては、採算性の問題もあり、できないと

の回答を受けております。 

それであれば、村でタクシー事業を興すことはで

きないかについても検討いたしましたが、道路運送

法に基づくタクシー営業許可を得るためには、２台

以上の車両が必要であり、営業時間によっては最低

でも３名から４名の２種免許のある運転手の確保や

事務職員の配置などが必要となり、年間で約１，５

００万円から２，０００万円の経費がかかります。

さらに、タクシー事業となると、各地区において運

賃表が定められており、猿払村は旭川Ｂ地区になり

ますが、初乗５９０円、２８１メートルごとに８０

円加算されることになりますので、５キロメートル

の区間を利用した場合、１，８７０円の料金がかか

るという計算になります。果たして、これだけの料

金を払って、どれだけの方に利用していただけるの

か、村の人口規模では運賃収入で賄える経費となら

ないことから、赤字経営となる公算が高く、タクシ

ー事業の導入は難しいと判断いたしました。 

しかしながら、先ほどの議論の中でもございまし

たが、これから実施検討いたしまして、タクシー事

業に展開できるかどうかを今後も検討してまいりた

いと思っているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：次に４番目のゴミス

テーションについてお伺いをいたしたいと思います。 

地域におけるごみステーションの改修計画は当然

なっていると。またごみステーションの管理につき

ましては行政主体だけではだめだと、そういうふう

に考えている一人でございます。 

一昨年から、自治会の会長を仰せつかって、いろ

いろといろんなことを勉強させていただいた中に、

大変また心暖まるというかそんなところでも出くわ

して、ごみステーションも鬼志別西区では３年に１

回ほど強制的に塗り直している、大事に使っている
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というそういうお話を聞きまして、そういうこんな

大事な人方もいるんだなとそんなふうに思ったしだ

いでございます。 

また、私もその住んでいる浜鬼志別地区につきま

して、ごみステーションを副会長あるいはまた環境

衛生部の部長とともにいろいろ見て回ったのですが、

やはり新しい型に移ったものも相当数浜も近いこと

でございますので、やはりかなり錆がきて、これに

手を入れて改修してもどうなのかなっていうのもも

うそろそろぼちぼち出てきているところでございま

す。 

まだ新設して３年や５年ぐらいのものにつきまし

ては、まだそんなに傷んでいるわけではございませ

ん。しかし新しい型になる前のものがまだ浜鬼の中

に６基プラス自治会の会館の前にまだ２基あります。

会館の前の２基につきましては、昨年１回大風でひ

っくり返りまして脚がねまって、これは担当の部所

に連絡をいたしまして脚をがっちり太いものに補強

いたしましたので、これについてしばらく大丈夫か

なと思うんですが、あと６基ぐらいにつきまして、

今年は２基の内示をいただいてますが、やはりそれ

ではまだ２年度も３年度も４年度もかかると。それ

より私は一気に解決できないかと、予算を増額しろ

ということではありませんけども、それを自治会の

方に委託をすることによって、自治会の方もまた、

多尐自前の財源がございますので、どうしても本年

度１基でも２基でもそういうものを検討していきた

いなと、そのように考えておりますけれども、村の

方としてはあとそれ以上踏み込んだ考え方にはなら

ないのでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまの質問にお答

えいたします。 

村が設置したごみステーションは、現在村内全体

で２０３基あり、今年度も３基更新、１基増設して

２０４基となりますが、設置後は、各自治会に管理

をお願いしており、周辺整理やペンキ塗りをしてい

ただいたり、また破損した部分があれば担当係と協

議の上、可能な限り修繕をお願いし、大規模な修繕

が必要となった場合には、連絡をいただいて、村で

対応させていただいております。 

ご質問の改修計画ということでございますが、現

在設置しているゴミステーションが修繕もできず、

使用不可能なほど破損等した場合、また住宅新築等

により戸数が増えステーションの使用量が限界とな

って増設が必要となった場合など、いずれも各自治

会から要望をいただき、担当係が現地を確認した上

で、周辺の安全面について収集担当者と協議しなが

ら、その都度判断し設置しているところでございま

す。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今村長から答弁いた

だきましたけれども、今年度３基更新という新設は

１基という形でお受けをして、今私今の型になる前

のいわゆるネットのものがまだ６基ぐらいはあるん

ですよ。それをことしの３基の中、浜鬼志別に１基

くらいは割り振っていただくのかわからないですけ

どそうするとまだ５年も６年もかかると。しかしも

う実際にもう脚もないものがまず１基あって何かひ

っくり返ったものも１基２基あって、そこからはも

うやや言われているのですが私としてはそれ以上の

回答のしようがないと。それでこれは１つ提案なの

ですが、やはり今まで外灯とかそれから電気料につ

きましては、各自治会が契約をいたしまして、自治

会が実際に北海道電力に払っていると、そういう中

から村から９０％を使った分の補助金をいただいて

いるとあるいはまた外灯が付いている灯灯が落ちた

と、そうしたら電気屋さんにすぐに来ていただいて

自治会でいったんお支払いをしていると。それを、

後ほど村の方から９０％補助金でそういう形に多分

これは村だけだと、村全体でやると、１つの係で、

かなりの件数戸数・件数を持たなければその外灯の

基礎を持たなければですね管理がゆき届かないと。

それと自治会にも当時は恐らく、全額村の補助だっ

たのでしょうけどやっぱり大事に使ってもらうとい

う観点から住民負担も必要だろうという形の中で自

治会では１０％負担していただいて残りは村の方で

助成するけど、管理はお願いしますよとそういうこ

とだったのだろうと思うんですよ。ただ、そういう

方式でいくと村は全部これ２０３基を最終的には管
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理はしなければいけないですけどこの管理を各自治

会にお願いをしてそしてそういう支出だとか、そう

いうものにつきましてはすぐ年度でやるんではなく

て継続して３年は１基ずつ３年後までにつけますよ

ということであればちょっと自治会のいわゆる特別

予算としてあの３基、ことし一遍に導入してもこと

しの分については、１基いただいて来年、再来年と

また同じ分をいただいて、そしてまた６基をまたど

こかで改修して自前の資金でできたときにやっぱり

そういう再投資がすぐ自治会に任せるとできるので

はないのかなと、そんなふうに提案をしてるんです

けどその提案をして検討していただけないか。いう

ことでございますのでもう１回ご答弁をお願いいた

したいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽 昭君・登壇）：ただいまのご質問にお

答えいたします。 

ご承知のとおり、経費がかかることでございます

ので、住民の皆様や各自治会からご要望をいただい

た折には設置等ができない状況ですが、新設・管理

等すべて自治会に委託するということになりますと、

自治会にも大きな負担をかけることにつながると考

えますので、今後もこれまで同様に、村と自治会が

役割を分担する共同の形で進めていきたいと考えて

おりますので、ご理解をお願い申し上げます。 

○議長（山須田清一君）：野村君。 

○議員（野村雅男君・登壇）：今の村長の答弁だと、

今までどおりに村の姿勢としてやっていくというこ

とで、今提案した部分については検討はしないとこ

ういうことで理解してよろしいですね。 

これちょっと私もちょっとしつこくやっていきた

いと思いますので、今日はもうこれで２回質問して

おりますので、また勉強してこの場で提案をしてい

きたいと思います。 

以上です。 


